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１ 法令・条例等 

 江別市防災会議条例（昭和37年12月24日条例第18号）                  

江別市防災会議条例 

（目的） 

第１条 この条例は災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき江別市防災会議（以

下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務を行う。 

(1) 江別市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員35人以内をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 

(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者 

(3) 北海道知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 

(4) 警察官のうちから市長が任命する者 

(5) 副市長 

(6) 教育長 

(7) 水道事業管理者 

(8) 病院事業管理者 

(9) 消防長及び消防団長 

(10) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 

(11) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 

(12) 公募による者 

(13) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災上必要と認める者 

６ 前項第10号から第13号までの委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残

任期間とする。 

７ 前項の委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 

第４条 防災会議は、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、道の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公

共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（部会） 

第５条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を

代理する。 
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（議事等） 

第６条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災

会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和50年10月９日条例第23号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和51年６月17日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和54年12月６日条例第37号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年６月17日条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年３月８日条例第３号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月16日条例第２号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成19年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成24年３月29日条例第20号） 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年９月28日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月27日条例第18号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年７月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の第３条第５項の規定による委員の選任に関し必要な行為は、この条例の施行の日

前においても行うことができる。 

附 則（令和４年３月３日条例第１号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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 江別市防災会議の運営に関する規程（昭和50年11月28日防災規程第1号）          

江別市防災会議の運営に関する規程 

（目的） 

第１条 この規程は、江別市防災会議条例（昭和37年条例第18号。以下「条例」という。）第６条の規定に基

づき、江別市防災会議（以下「防災会議」という。）の議事、その他防災会議の運営について必要な事項を

定めることを目的とする。 

（会長の職務代理者） 

第２条 条例第３条第４項に規定する会長の職務を代理する委員は、副市長の職にある委員とする。 

（会議の招集） 

第３条 防災会議は、会長が招集する。 

２ 委員は、必要があると認めたときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。 

（会議） 

第４条 防災会議は、半数以上の委員が出席しなければ開会することができない。 

（庶務） 

第５条 防災会議の庶務は、総務部において行う。 

（公表等の方法） 

第６条 地域防災計画を作成し、又は修正した場合の公表、その他防災会議が行う公表は、江別市公告式条例

（昭和25年条例第14号）の規定を準用する。 

附 則 

この規程は、昭和50年11月28日から施行する。 

附 則（昭和51年８月10日訓令第13号） 

この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年７月10日から適用する。 

附 則（平成12年４月17日訓令第９号） 

この訓令は、平成12年４月17日から施行し、平成12年４月１日から適用する。 

附 則（平成16年３月29日訓令第２号） 

この訓令は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月23日訓令第２号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成19年４月１日から施行する。 
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 江別市災害対策本部条例（昭和38年6月25日条例第9号）                  

江別市災害対策本部条例 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の２第８項の規定に基づき、江別市災

害対策本部（以下「本部」という。）に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（組織） 

第２条 本部長は、本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 所属職員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。 

（部、班） 

第３条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部及び班を置くことができる。 

２ 部、班に属すべき職員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長及び班に班長を置き、本部長の指名する職員がこれに当たる。 

４ 必要があるときは、部に副部長を班に副班長を置くことができる。 

（雑則） 

第４条 前３条に定めるもののほか、本部に関し、必要な事項は、本部長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和51年６月17日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成13年３月７日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年９月28日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 江別市災害対策本部運営規程（昭和51年2月1日訓令第12号）                  

江別市災害対策本部運営規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、江別市災害対策本部条例（昭和38年条例第９号）第４条の規定に基づき、江別市災害対

策本部（以下「本部」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

（災害対策本部副本部長等） 

第２条 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、副市長をもって充てる。 

２ 災害対策本部員（以下「本部員」という。）は、教育長、水道事業管理者、病院事業管理者、各部長、総

務部調整監、消防長、江別市立病院長、江別市立病院事務長及び議会事務局長をもって充てる。 

（本部員会議等） 

第３条 本部に本部員会議及び本部対策室（以下「対策室」という。）を置く。 

２ 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災害予防及び災害応急対策（以下「応急対

策」という。）の総合調整その他防災に関する重要事項を協議する。 

３ 本部員会議は、必要に応じて本部長が招集する。 

４ 本部長は、会議の議長となり会議を統括する。 

５ 対策室は、本部長の補佐、本部の庶務、災害に関する情報等の収集及び応急対策に係る周知等の事務を掌

る。 

６ 対策室に室長、副室長、室員を置き、室長には副市長を、副室長には総務部長、総務部調整監及び本部長

が指名する者を、室員には総務部調整監付参事（危機対策・防災担当）及び本部長が指名する者をもって充

てる。 

７ 室長は、本部長の命を受けその所掌事務を掌握し、副室長は室長を補佐し、室長に事故があるときは、そ

の職務を代理する。 

（部等の組織及び所掌事務等） 

第４条 本部に部及び班を置く。ただし、災害の状況により一部の部又は班を置かないことができる。 

２ 部に副部長、班に副班長を置くことができる。 

３ 部、班の名称、編成及び所掌事務並びに部長、副部長、班長及び副班長に充てられる職員は、別に定める。

ただし、本部長が必要と認めたときは、部若しくは班の所掌事務を変更し、又は他の部若しくは班の所掌事

務を応援させることができる。 

４ 副部長は部長を、副班長は班長をそれぞれ補佐し、部長又は班長に事故があるときは、それぞれの職務を

代理する。この場合において、副部長又は副班長が２人以上あるときは、副部長にあっては部長が、副班長

にあっては班長があらかじめ指名した順序によるものとする。 

５ 副部長を置かない部にあって部長に事故があるときは、あらかじめ部長が指名した班長が、その職務を代

理する。 

６ 副班長を置かない班にあって班長に事故があるときは、あらかじめ班長が指名した者が、その職務を代理

する。 

７ 部長、副部長、班長及び副班長は、上司の命を受けてその所掌事務を掌握し、その事務に従事する職員（以

下「職員」という。）を指揮監督する。 

８ 職員は、上司の命を受けてその事務に従事する。 

（情報連絡責任者） 

第５条 部に情報連絡責任者を置く。 

２ 情報連絡責任者は、部に属する職員の中から部長が指名する。 

３ 情報連絡責任者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、災害又は被害の状況等（以下「災

害情報等」という。）を逐次取りまとめ、部長を経て速やかに対策室に報告しなければならない。 

（現地等の情報連絡） 

第６条 被災現地、避難所、炊出し場、救護所等の責任者は、災害情報等を逐次取りまとめて速やかに各情報

連絡責任者に報告しなければならない。 
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（現地本部） 

第７条 応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、本部長が必要があると認めたときは、現地本部を設置する

ことができる。 

２ 前項の規定により現地本部を設置したときは、現地本部長及び必要な現地従事職員（以下「現地職員」と

いう。）を置く。 

３ 現地本部長及び必要な現地職員は、本部長が指名する本部の職員をもって充てる。 

４ 現地本部長は、現地職員を指揮監督するとともに関係機関の現地責任者との連絡を密にし、応急対策に当

たらなければならない。 

５ 現地本部長は、現地の災害情報等を逐次取りまとめ、速やかに対策室に報告しなければならない。 

（本部の解散） 

第８条 本部長は、災害の危険が解消したと認めるとき、又は応急対策措置がおおむね完了したと認めるとき

は、本部を解散する。ただし、本部長が必要と認めるときは、解散後においても一部の部又は班を当該災害

に係る第４条第３項に規定する所掌事務に従事させることができる。 

（本部設置前の措置） 

第９条 気象の異状な予警報又は異状な情報等により災害が発生するおそれがあると予測されるときは、次の

措置を講じ本部を設置するための準備を整えておくものとする。 

(1) 上司の命を受けた総務部調整監付職員、関係各部課等の職員及び消防職員は、庁内又は所定の場所に待

機する。 

(2) 総務部調整監付職員は、気象の予警報及び災害情報等の収集並びに関係各部課等、消防本部及び関係機

関との連絡調整に当たる。 

(3) 関係各部課等及び消防本部は、出動体制を整備するとともに厳重な警戒、監視に当たる。 

２ 休日又は勤務時間外において気象の異状な予警報、異状な情報又は災害情報等を受理した当直員は、直ち

にその旨を総務部調整監付参事（危機対策・防災担当）（調整監付参事不在のときは調整監付主査（危機対

策・防災担当））に報告して指示を受けなければならない。 

（非常配備） 

第10条 本部長は、本部を設置したときは、直ちに各部長に種別を指定して非常配備を指令するものとする。 

２ 非常配備の種別及び種別ごとの活動内容の基準は、別に定める。 

３ 各部長は、あらかじめ別に定めるところにより配備編成計画を作成して配備すべき所属職員を確定してお

くものとし、配備に際しては必要に応じて所属職員を増減することができるものとする。 

４ 各部長は、非常配備のための職員の招集に備えて職員住所録を作成し、その連絡系統を明らかにしておか

なければならない。 

（配備体制の特例） 

第11条 本部長は、災害の状況その他により必要があると認めるときは、特定の部又は班に対して種別の異な

る指令をすることができる。 

（通信統制） 

第12条 本部を設置したときは、本部長は、江別市行政用無線電話基地局その他の無線局を統括する。 

（腕章の帯用） 

第13条 本部長、副本部長、本部員及び職員は、身分を明らかにするために、別に定める腕章を帯用しなけれ

ばならない。 

（本部を設置しない場合の準用） 

第14条 この規程は、本部を設置しない場合の災害に際しても、市長が必要と認めたときは、これを準用する。 

（災害救助法適用の場合の措置） 

第15条 災害救助法（昭和22年法律第118号。以下「法」という。）が適用された場合は、各部の班長は、法

及び災害救助法施行細則（昭和31年北海道規則第142号）等に定める様式に従い、その所掌事務に係る関係

救助の実施記録日計表その他救助事務処理に必要な帳簿等を作成しなければならない。 

（委任） 
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第16条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和51年８月10日訓令第13号） 

この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年７月10日から適用する。 

附 則（昭和53年７月31日訓令第16号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和54年５月４日訓令第14号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和54年11月10日訓令第46号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和58年10月４日訓令第46号） 

この訓令は、昭和58年10月４日から施行する。 

附 則（昭和59年５月31日訓令第12号） 

この訓令は、昭和59年５月31日から施行する。 

附 則（昭和59年10月９日訓令第23号抄） 

（施行期日） 

１ この規程は、昭和59年10月９日から施行し、昭和59年10月１日から適用する。 

附 則（昭和60年４月27日訓令第８号） 

この訓令は、昭和60年４月27日から施行する。 

附 則（平成元年７月28日訓令第９号） 

この訓令は、平成元年７月28日から施行する。 

附 則（平成11年３月23日訓令第３号） 

この訓令は、平成11年３月23日から施行し、平成10年12月１日から適用する。 

附 則（平成12年４月17日訓令第９号） 

この訓令は、平成12年４月17日から施行し、平成12年４月１日から適用する。 

附 則（平成14年７月24日訓令第18号） 

この訓令は、平成14年７月24日から施行し、平成14年４月１日から適用する。 

附 則（平成16年３月29日訓令第１号） 

この訓令は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月23日訓令第２号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成19年４月１日から施行する。 

（収入役の在任特例に関する経過措置） 

２ この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律（平成18年法律第53号）附則第３条第１項の規

定（以下「在任特例」という。）により在職する収入役の在職中に限り、第１条の規定中「収入役」を「会

計管理者」に改める規定、第４条の規定中「収入役」を「会計管理者」に改める規定及び「又は欠けたとき」

を削る規定並びに第13条の規定中「、収入役」を削る規定は適用せず、これらの規定中の収入役に関する規

定は、なおその効力を有する。 

附 則（平成19年７月１日訓令第９号） 

この訓令は、平成19年７月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月28日訓令第８号） 

この訓令は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月31日訓令第２号） 

この訓令は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年５月31日訓令第４号） 
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この訓令は、平成23年６月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月30日訓令第３号） 

この訓令は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月31日訓令第１号） 

この訓令は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月28日訓令第１号） 

この訓令は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和元年11月29日訓令第４号） 

この訓令は、令和元年11月29日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日訓令第３号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月31日訓令第２号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年６月29日訓令第５号） 

この訓令は、令和５年７月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月 29 日訓令第２号） 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 
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 災害対策基本法（抄）（昭和36年11月15日法律第223号）                    

災害対策基本法 

（目的） 

第１条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念

を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にすると

ともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な

災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩

序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

１ 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常

な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定

める原因により生ずる被害をいう。 

２ 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ること

をいう。 

３ 指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。 

イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成11年法律第89号）第49条第1項及び第2項に規定する機関並び

に国家行政組織法（昭和23年法律第120号）第3条第2項に規定する機関 

ロ 内閣府設置法第37条及び第54条並びに宮内庁法（昭和22年法律第70号）第16条第1項並びに国家行政組

織法第8条に規定する機関 

ハ 内閣府設置法第39条及び第55条並びに宮内庁法第16条第2項並びに国家行政組織法第8条の2に規定する

機関 

ニ 内閣府設置法第40条及び第56条並びに国家行政組織法第8条の3に規定する機関 

４ 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局（内閣府設置法第43条及び第57条（宮内庁法第18条第1

項において準用する場合を含む。）並びに宮内庁法第17条第1項並びに国家行政組織法第9条の地方支分部局

をいう。）その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。 

５ 指定公共機関 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条第1項に規定する独立

行政法人をいう。）、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、

通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。 

６ 指定地方公共機関 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第2条第1項に規定

する地方独立行政法人をいう。）及び港湾法（昭和25年法律第218号）第4条第1項の港湾局、土地改良法（昭

和24年法律第195号）第5条第1項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において

電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。 

７ 防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。 

８ 防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。 

９ 防災業務計画 指定行政機関の長（当該指定行政機関が内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは

国家行政組織法第3条第2項の委員会若しくは第3号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制の

ものである場合にあっては、当該指定行政機関。第12条第8項、第28条の3第6項第3号及び第28条の6第2項を

除き、以下同じ。）又は指定公共機関（指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務に

ついては、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関）が防災基本計画に基づきその所

掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。 

１０ 地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。 

イ 都道府県地域防災計画 都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県防災会議が作成するもの 

ロ 市町村地域防災計画市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議又は市町村長が作成するもの 

ハ 都道府県相互間地域防災計画 二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる地域につき、都道府県



 

- 10 - 

防災会議の協議会が作成するもの 

ニ 市町村相互間地域防災計画 二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域につき、市町村防災会

議の協議会が作成するもの 

（市町村の責務） 

第５条 市町村は、基本理念にのっとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村

の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該

市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。 

２ 市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当該市町村の区域

内の公共的団体その他の防災に関する組織及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の

促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮するように努めなければならない。 

３ 消防機関、水防団その他市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたっては、第1項に規定する市町

村の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。 

（施策における防災上の配慮等） 

第８条 国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体と

して国土並びに国民の生命、身体及び財産の災害をなくすることに寄与することとなるように意を用いなけ

ればならない。 

２ 国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実

施に努めなければならない。 

(1) 災害及び災害の防止に関する科学的研究とその成果の実現に関する事項 

(2) 治山、治水その他の国土の保全に関する事項 

(3) 建物の不燃堅牢ろう化その他都市の防災構造の改善に関する事項 

(4) 交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する防災対策に関する事項 

(5) 防災上必要な気象、地象及び水象の観測、予報、情報その他の業務に関する施設及び組織並びに防災上

必要な通信に関する施設及び組織の整備に関する事項 

(6) 災害の予報及び警報の改善に関する事項 

(7) 地震予知情報（大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号）第2条第3号の地震予知情報をいう。）

を周知させるための方法の改善に関する事項 

(8) 気象観測網の充実についての国際的協力に関する事項 

(9) 台風に対する人為的調節その他防災上必要な研究、観測及び情報交換についての国際的協力に関する事

 項 

(10) 火山現象等による長期的災害に対する対策に関する事項 

(11) 水防、消防、救助その他災害応急措置に関する施設及び組織の整備に関する事項 

(12) 地方公共団体の相互応援、第61条の4第3項に規定する広域避難及び第86条の8第1項に規定する広域一時

滞在に関する協定並びに民間の団体の協力の確保に関する協定の締結に関する事項 

(13) 自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備、過去の災害から得られた教訓を伝承

する活動の支援その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項 

(14) 被災者の心身の健康の確保、居住の場所の確保その他被災者の保護に関する事項 

(15) 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮者」という。）に対する防災上必

要な措置に関する事項 

(16) 海外からの防災に関する支援の受入れに関する事項 

(17) 被災者に対する的確な情報提供及び被災者からの相談に関する事項 

(18) 防災上必要な教育及び訓練に関する事項 

(19) 防災思想の普及に関する事項 

（市町村防災会議） 

第１６条 市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村

長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く。 
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２ 前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村防災会議を設置すること

ができる。 

３ 市町村は、前項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときその他市町村防災会議を設置するこ

とが不適当又は困難であるときは、第1項の規定にかかわらず、市町村防災会議を設置しないことができる。 

４ 市町村は、前項の規定により市町村防災会議を設置しないこととしたとき（第2項の規定により市町村防

災会議を共同して設置したときを除く。）は、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。 

５ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要

があると認めるときは、当該市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる 

６ 市町村防災会議の組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準じて、当該市町村

の条例（第2項の規定により設置された市町村防災会議にあっては、規約）で定める 

（市町村災害対策本部） 

第２３条の２ 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の

推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町

村災害対策本部を設置することができる。 

２ 市町村災害対策本部の長は、市町村災害対策本部長とし、市町村長をもつて充てる。 

３ 市町村災害対策本部に、市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員を置き、当該市町

村の職員又は当該市町村の区域を管轄する消防長若しくはその指名する消防吏員のうちから、当該市町村の

市町村長が任命する。 

４ 市町村災害対策本部は、市町村地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。この場合に

おいて、市町村災害対策本部は、必要に応じ、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機

関及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努めなければならない。 

(1) 当該市町村の地域に係る災害に関する情報を収集すること。 

(2) 当該市町村の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並

びに当該方針に沿って災害予防及び災害応急対策を実施すること。 

５ 市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部に、災害地にあって当該市

町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部を置くことができる。 

６ 市町村災害対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る災害予防又は災害応

急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。 

７ 前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、同項中「当該都道府

県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。 

８ 前各項に規定するもののほか、市町村災害対策本部に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。 

（職員の派遣の要請） 

第２９条 都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員（以下「都道府県知事等」という。）は、災害応

急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長、指定地方行

政機関の長又は指定公共機関（独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人に限る。以下この節

において同じ。）に対し、当該指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請する

ことができる。 

２ 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員（以下「市町村長等」という。）は、災害応急対策又は災害復

旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定地方行政機関の長又は指定公共機関（その業

務の内容その他の事情を勘案して市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとし

てそれぞれ地域を限って内閣総理大臣が指定するものに限る。次条において「特定公共機関」という。）に

対し、当該指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。 

３ 都道府県又は市町村の委員会又は委員は、前2項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あ

らかじめ、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長に協議しなければならない。 

（職員の派遣のあっせん） 

第３０条 都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定
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めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政機関、指定地方行政機関若

しくは指定公共機関又は指定地方行政機関若しくは特定公共機関の職員の派遣についてあっせんを求める

ことができる。 

２ 都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めると

ころにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、地方自治法第252条の17の規定による職員

の派遣について、又は同条の規定による職員の派遣若しくは地方独立行政法人法第124条第1項の規定による

職員（指定地方公共機関である同法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人（次条において「特定地方

公共機関」という。）の職員に限る。）の派遣についてあっせんを求めることができる。 

３ 前条第3項の規定は、前2項の規定によりあっせんを求めようとする場合について準用する。 

（派遣職員の身分取扱い） 

第３２条 都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣され

た職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。 

２ 前項に規定するもののほか、前条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派

遣された職員の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。 

（市町村地域防災計画） 

第４２条 市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長。以下こ

の条において同じ。）は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、

及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。

この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府

県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。 

２ 市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重

要な施設の管理者（第四項において「当該市町村等」という。）の処理すべき事務又は業務の大綱 

(2) 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害

予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、

衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画 

(3) 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整

備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 

３ 市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に

事業所を有する事業者（以下この項及び次条において「地区居住者等」という。）が共同して行う防災訓練、

地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相

互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画（同条において「地区防災計画」という。）につ

いて定めることができる。 

４ 市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たっては、災害が発生した場合において当該市町村

等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。 

５ 市町村防災会議は、第1項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこ

れを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

６ 都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道府県防災会議

の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必要な助言又は勧告をす

ることができる。 

７ 第21条の規定は、市町村長が第1項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正する場合につい

て準用する。 

第４２条の２ 地区居住者等は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区防災計画を定

めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による提案（以下この条において「計画提案」という。）は、当該計画提案に係る地区防災計
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画の素案の内容が、市町村地域防災計画に抵触するものでない場合に、内閣府令で定めるところにより行う

ものとする。 

３ 市町村防災会議は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて市町村地域防災計画

に地区防災計画を定める必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、市町村地域防災計

画に地区防災計画を定めなければならない。 

４ 市町村防災会議は、前項の規定により同項の判断をした結果、計画提案を踏まえて市町村地域防災計画に

地区防災計画を定める必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をし

た地区居住者等に通知しなければならない。 

５ 市町村地域防災計画に地区防災計画が定められた場合においては、当該地区防災計画に係る地区居住者等

は、当該地区防災計画に従い、防災活動を実施するように努めなければならない。 

（災害予防及びその実施責任） 

第４６条 災害予防は、次に掲げる事項について、災害の発生又は拡大を未然に防止するために行うものとす

る。 

(1) 防災に関する組織の整備に関する事項 

(2) 防災に関する教育及び訓練に関する事項 

(3) 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関する事項 

(4) 防災に関する施設及び設備の整備及び点検に関する事項 

(5) 災害が発生した場合における相互応援の円滑な実施及び民間の団体の協力の確保のためにあらかじめ

講ずべき措置に関する事項 

(6) 要配慮者の生命又は身体を災害から保護するためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項 

(7) 前各号に掲げるもののほか、災害が発生した場合における災害応急対策の実施の支障となるべき状態等

の改善に関する事項 

２ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指

定地方公共機関その他法令の規定により災害予防の実施について責任を有する者は、法令又は防災計画の定

めるところにより、災害予防を実施しなければならない。 

（防災に関する組織の整備義務） 

第４７条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関

及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者（以下この章において「災害予防責任

者」という。）は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ、その所掌事務又は業務について、

災害を予測し、予報し、又は災害に関する情報を迅速に伝達するため必要な組織を整備するとともに、絶え

ずその改善に努めなければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ、防

災業務計画又は地域防災計画を的確かつ円滑に実施するため、防災に関する組織を整備するとともに、防災

に関する事務又は業務に従事する職員の配置及び服務の基準を定めなければならない。 

（避難行動要支援者名簿の作成） 

第４９条の１０ 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するお

それがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支

援を要するもの（以下「避難行動要支援者」という。）の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めると

ころにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体

を災害から保護するために必要な措置（以下「避難支援等」という。）を実施するための基礎とする名簿（以

下この条及び次条第1項において「避難行動要支援者名簿」という。）を作成しておかなければならない。 

２ 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとす

る。 

(1) 氏名 

(2) 生年月日 

(3) 性別 
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(4) 住所又は居所 

(5) 電話番号その他の連絡先 

(6) 避難支援等を必要とする事由 

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項 

３ 市町村長は、第1項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の

氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部

で利用することができる。 

４ 市町村長は、第1項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係都

道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。 

（秘密保持義務） 

第４９条の１７ 第49条の15第2項若しくは第3項の規定により個別避難計画情報の提供を受けた者（その者が

法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員その他の当該個別避難計画情報を利用して避難支

援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該個別避難計画情報に係る避難

行動要支援者等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（災害応急対策及びその実施責任） 

第５０条 災害応急対策は、次に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害

の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。 

(1) 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 

(2) 消防、水防その他の応急措置に関する事項 

(3) 被災者の救難、救助その他保護に関する事項 

(4) 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項 

(5) 施設及び設備の応急の復旧に関する事項 

(6) 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関する事項 

(7) 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項 

(8) 緊急輸送の確保に関する事項 

(9) 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項 

２ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指

定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は防災計画の定め

るところにより、災害応急対策に従事する者の安全の確保に十分に配慮して、災害応急対策を実施しなけれ

ばならない。 

（市町村長の避難の指示等） 

第６０条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、そ

の他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認

める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することができる。 

２ 前項の規定により避難のための立退きを指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、

その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。 

３ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりか

えつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市

町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、

屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保するための措置（以下「緊急

安全確保措置」という。）を指示することができる。 

４ 市町村長は、第1項の規定により避難のための立退きを指示し、若しくは立退き先を指示し、又は前項の

規定により緊急安全確保措置を指示したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならな

い。 

５ 市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、

この場合について準用する。 
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６ 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村

がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の市町村長が第1項から第3

項まで及び前項前段の規定により実施すべき措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって実施しなけれ

ばならない。 

７ 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示

しなければならない。 

８ 第六項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。 

（警察官等の避難の指示） 

第６１条 前条第1項又は第3項の場合において、市町村長が同条第1項に規定する避難のための立退き若しく

は屋内での待避等の安全確保措置を指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があつた

ときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退き又は屋内での

待避等の安全確保措置を指示することができる。 

２ 前条第2項の規定は、警察官又は海上保安官が前項の規定により避難のための立退きを指示する場合につ

いて準用する。 

３ 警察官又は海上保安官は、第1項の規定により避難のための立退き又は屋内での待避等の安全確保措置を

指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 

４ 前条第4項及び第5項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。 

（市町村の応急措置） 

第６２条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法

令又は地域防災計画の定めるところにより、消防、水防、救助その他災害の発生を防禦ぎよし、又は災害の

拡大を防止するために必要な応急措置（以下「応急措置」という。）をすみやかに実施しなければならない。 

２ 市町村の委員会又は委員、市町村の区域内の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者その他法令の規定

により応急措置の実施の責任を有する者は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しよう

としているときは、地域防災計画の定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務若しくは所掌

業務に係る応急措置を実施し、又は市町村長の実施する応急措置に協力しなければならない。 

（市町村長の警戒区域設定権等） 

第６３条 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を

防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者

以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることが

できる。 

２ 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村

の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規

定する市町村長の職権を行なうことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行なつ

たときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 

３ 第1項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない

場合に限り、自衛隊法（昭和29年法律第165号）第83条第2項の規定により派遣を命ぜられた同法第8条に規

定する部隊等の自衛官（以下「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」という。）の職務の執行について準

用する。この場合において、第1項に規定する措置をとったときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自

衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 

４ 第61条の2の規定は、第1項の規定により警戒区域を設定しようとする場合について準用する。 

（応急公用負担等） 

第６４条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合におい

て、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の

区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは

収用することができる。 

２ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応
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急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、現場の災害を受けた工作物又は物件で当該応急措

置の実施の支障となるもの（以下この条において「工作物等」という。）の除去その他必要な措置をとるこ

とができる。この場合において、工作物等を除去したときは、市町村長は、当該工作物等を保管しなければ

ならない。 

３ 市町村長は、前項後段の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当

該工作物等について権原を有する者（以下この条において「占有者等」という。）に対し当該工作物等を返

還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。 

４ 市町村長は、第2項後段の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、

又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売

却し、その売却した代金を保管することができる。 

５ 前3項に規定する工作物等の保管、売却、公示等に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき占有

者等の負担とし、その費用の徴収については、行政代執行法（昭和23年法律第43号）第5条及び第6条の規定

を準用する。 

６ 第3項に規定する公示の日から起算して六月を経過してもなお第2項後段の規定により保管した工作物等

（第4項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。）を返還することができないときは、

当該工作物等の所有権は、当該市町村長の統轄する市町村に帰属する。 

７ 前条第2項の規定は、第1項及び第2項前段の場合について準用する。 

８ 第1項及び第2項前段の規定は、市町村長その他第1項又は第2項前段に規定する市町村長の職権を行うこと

ができる者がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用

する。この場合において、第1項又は第2項前段に規定する措置をとったときは、当該災害派遣を命ぜられた

部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 

９ 警察官、海上保安官又は災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、第7項において準用する前条第2項又は

前項において準用する第2項前段の規定により工作物等を除去したときは、当該工作物等を当該工作物等が

設置されていた場所を管轄する警察署長等又は内閣府令で定める自衛隊法第8条に規定する部隊等の長（以

下この条において「自衛隊の部隊等の長」という。）に差し出さなければならない。この場合において、警

察署長等又は自衛隊の部隊等の長は、当該工作物等を保管しなければならない。 

１０ 前項の規定により警察署長等又は自衛隊の部隊等の長が行う工作物等の保管については、第3項から第6

項までの規定の例によるものとする。ただし、第3項の規定の例により公示した日から起算して六月を経過

してもなお返還することができない工作物等の所有権は、警察署長が保管する工作物等にあっては当該警察

署の属する都道府県に、政令で定める管区海上保安本部の事務所の長又は自衛隊の部隊等の長が保管する工

作物等にあつては国に、それぞれ帰属するものとする。 

第６５条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合におい

て、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応急措

置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることができる。 

２ 第63条第2項の規定は、前項の場合について準用する。 

３ 第1項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない

場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同

項に規定する措置をとったときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村

長に通知しなければならない。 

（他の市町村長等に対する応援の要求） 

第６７条 市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めるこ

とができる。この場合において、応急措置を実施するための応援を求められた市町村長等は、正当な理由が

ない限り、応援を拒んではならない。 

２ 前項の応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を求めた市町村長等の指揮の下に

行動するものとする。 
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（都道府県知事等に対する応援の要求等） 

第６８条 市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求め、又は災害応

急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要

請された都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。 

（都道府県知事の指示等） 

第７２条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれる

ようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、応急措置の実施について必要な指示をし、

又は他の市町村長を応援すべきことを指示することができる。 

２ 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の実施する災害応急対策（応急措置を除く。以下この項

において同じ。）が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長に対

し、災害応急対策の実施を求め、又は他の市町村長を応援することを求めることができる。 

３ 前2項の規定による都道府県知事の指示又は要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施につい

ては、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。 

（都道府県知事による応急措置の代行） 

第７３条 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により

市町村がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなったときは、当該市町村の市町村長が第63

条第1項、第64条第1項及び第2項並びに第65条第1項の規定により実施すべき応急措置の全部又は一部を当該

市町村長に代わって実施しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示

しなければならない。 

３ 第1項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。 

第７６条の３ 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となるこ

とにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その他の物件の

占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他当該

通行禁止区域等における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることが

できる。 

２ 前項の場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき又はそ

の命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自ら

当該措置をとることができる。この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得ない限度におい

て、当該措置に係る車両その他の物件を破損することができる。 

３ 前2項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執

行について準用する。この場合において、第1項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行

車両（自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項におい

て同じ。）の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行」

と読み替えるものとする。 

４ 第1項及び第2項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員の職務の執行について準用する。

この場合において、第1項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「消防用緊急通行車両（消防機関の使用す

る緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。）の通行」と、

「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「消防用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものとする。 

５ 第1項（前2項において準用する場合を含む。）の規定による命令に従って行う措置及び第2項（前2項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により行う措置については、第76条第1項の規定による車両の通行の禁

止及び制限並びに前条第1項、第2項及び第4項の規定は、適用しない。 

６ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、第3項若しくは第4項において準用する第1項の規

定による命令をし、又は第3項若しくは第4項において準用する第2項の規定による措置をとったときは、直

ちに、その旨を、当該命令をし、又は措置をとった場所を管轄する警察署長に通知しなければならない。 
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（損失補償等） 

第８２条 国又は地方公共団体（港務局を含む。）は、第64条第1項（同条第8項において準用する場合を含む。）、

同条第7項において同条第1項の場合について準用する第63条第2項、第71条、第76条の3第2項後段（同条第3

項及び第4項において準用する場合を含む。）、第76条の6第3項後段若しくは第4項又は第78条第1項の規定

による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

２ 機構又は地方道路公社は、第76条の6第5項又は第8項の規定により同条第3項後段又は第4項の規定による

処分が行われたときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しな

ければならない。 

３ 都道府県は、第71条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者に対して、政令で定める基

準に従い、その実費を弁償しなければならない。 

（応急措置の業務に従事した者に対する損害補償） 

第８４条 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第65条第1項

（同条第3項において準用する場合を含む。）の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定に

より、当該市町村の区域内の住民又は応急措置を実施すべき現場にある者を応急措置の業務に従事させた場

合において、当該業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態と

なったときは、当該市町村は、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、その者又はその者の

遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。 

２ 都道府県は、第71条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、

若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定める基準に従い、条例で定めるところに

より、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければなら

ない。 

（災害緊急事態の布告） 

第１０５条 非常災害が発生し、かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常か

つ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、その

他当該災害に係る重要な課題に対応するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にか

けて、関係地域の全部又は一部について災害緊急事態の布告を発することができる。 

２ 前項の布告には、その区域、布告を必要とする事態の概要及び布告の効力を発する日時を明示しなければ

ならない。 
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２ 各種様式 

 配備編成計画                                   
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３ 組織・体制 

 江別市災害対策本部組織図                             
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 江別市災害対策本部各班の所掌事務                         
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４ 防災施設 

 指定緊急避難場所一覧                               
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 指定避難所一覧                                  
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 家畜避難所一覧                                  
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５ 災害危険区域 

 土砂災害警戒区域図（全体図）                           
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 土砂災害警戒区域図（上江別東町）                          
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 土砂災害警戒区域図（大麻栄町、元野幌）                       
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 土砂災害警戒区域図（大麻中町）                           
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６ 協力協定・相互応援協定 

 江別市と各団体の災害時協力協定一覧                        
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（締結順） 
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７ その他の資料 

 気象警報・注意報等発表基準（江別市）                       

 

出典：気象庁ホームページ 
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 災害復旧に係る事業別国庫負担等一覧                        

 

適用法令 事業名 事業主体 対象及び内容 単位当事業費 国庫補助率

河川
国、道、市

町村
堤防、護岸、水制、床止等

国施行1カ所：500万円以上

道施行1カ所：120万円以上

市町村施行1カ所：60万円以上

標準税収入

と対比して

算定する。

海岸 〃 堤防、護岸、突堤等 〃 〃

砂防設備 国、道 治水上施行する砂防施設等
国施行1カ所：500万円以上

道施行1カ所：120万円以上
〃

林地荒廃

防止施設
道

山林砂防、海岸砂防施設（防潮堤を含

む）
道施行1カ所：120万円以上 〃

地すべり

防止施設
国、道

地すべり防止区域内にある排水施設、

擁壁、ダム等

国施行1カ所：500万円以上

道施行1カ所：120万円以上
〃

急傾斜地

崩壊防止

施設

〃
急傾斜地崩壊危険区域内にある擁

壁、排水施設等
〃 〃

道路
国、道、市

町村

トンネル、橋、渡船施設、道路用エレ

ベーター等道路と一体となってその効

果を全うする施設又は工作物等

国施行1カ所：500万円以上

道施行1カ所：120万円以上

市町村施行1カ所：60万円以上

〃

港湾
国、管理組

合、市町村

水域施設（航路、泊地、船だまり）

外郭施設（防波堤、水門、堤防）

係留施設（岸壁、浮標）、臨港交通施設

等

国施行1カ所：500万円以上

管理組合施行1カ所：120万円以上

市町村施行1カ所：60万円以上

〃

漁港
国、道、

市町村

水域施設、外郭施設、係留施設、輸送

施設

国施行1カ所：500万円以上

道施行1カ所：120万円以上

市町村施行1カ所：60万円以上

〃

下水道 道、市町村 公共下水道、流域下水道、都市下水路
道施行1カ所：120万円以上

市町村施行1カ所：60万円以上
〃

公園 〃

都市公園及び社会資本整備重点計画

法施行令第2条第2号に掲げる公園若

しくは緑地の園路・広場、修景施設、

休養施設、運動施設等

〃 〃

農地

道、市町

村、土地改

良区等

農地 1カ所：40万円以上

5/10（通

常）、8/10、

9/10（高率

該当分）

農業用施

設

道、市町

村、土地改

良区等

用排水路、ため池、頭首工、揚水施

設、農業用道路、農地保全施設
1カ所：40万円以上

6.5/10（通

常）、9/10、

10/10（高率

該当分）

林業用施

設

道、市町

村、組合
林地荒廃防止施設・林道 1カ所：40万円以上

5/10～

6.5/10（通

常）、7.5/10

～10/10（高

率該当分）

漁業用施

設
道、組合

沿岸漁場整備開発施設（消波堤、離岸

堤、潜堤、護岸、導流堤、水路又は着

定基質）、漁港施設（水産業協同組合

の維持管理に属する外郭施設、係留

施設、水域施設）

1カ所：40万円以上

6.5/10（通

常）、9/10、

10/10（高率

該当分）

共同利用

施設

市町村、組

合
倉庫、加工施設、共同作業場、その他

一般災害

　1カ所：40万円以上

激甚災害（告示地域に限る）

　1カ所：13万円以上

2/10（一般

災害）、

3/10、

4/10、

5/10、9/10

（激甚災害）

公共土木

施設災害

復旧事業

国庫負担

法

農林水産

業施設災

害復旧事

業費国庫

補助の暫

定措置に

関する法

律
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適用法令 事業名 事業主体 単位当事業費 国庫補助率

空港法 空港
国、道、市

町村
1施設：120万円以上 80/100

土地改良法第85条、第85条の2、第

85条の3、第87条の2の規定に基づ

いて国が実施している土地改良事業

地区

1地区の復旧事業費（当該地区における

1カ所の復旧事業費75万円以上のもの

の合算額）が500万円以上で、当該地

区における当該年度残事業費の100分

の1を超えるもの。

北海道が、土地改良法第89条の規定

に基づき農林水産大臣から工事の委

任を受けて実施している土地改良事

業地区

1カ所：75万円超

基本事業が完了したもので、当該土

地改良財産を土地改良法第94条の6

の規定に基づき土地改良区等に委託

を了していない地区

1カ所：75万円超

基本事業が完了したもので、当該土

地改良財産を土地改良法第94条の6

の規定に基づき土地改良区に委託を

了した地区

1カ所：概ね2,000万円超

工事が高度な技術を要するとき

激甚な災害を被り直轄災害復旧事業と

して施行することが必要なとき

天然災害の場合

滅失戸数が被災地全域で500戸以上

又は、一市町村の区域内で200戸以上

若しくはその区域内全住宅の1割以上

火災の場合

滅失戸数が被災地全域で200戸以上

又は、一市町村全住宅の1割以上

建設又は買

取り2/3（激

甚災害の場

合3/4）、借

上げ2/5

近傍同種の住宅の家賃と入居者負担

基準額との差額

2/3（激甚災

害の場合、

当初5年間

は3/4）

再建設を行う年度の一般公営住宅建

設の場合の標準建設費を適用

戸あたり11万円以上の補修費用がかか

るもので、かつ、それらの一事業主体内

での合計額が290万円（市町村の場合

は190万円）以上

1/2（激甚災

害の場合、

標準税収入

と災害復旧

に要する事

業主体の負

担額の比率

により、事業

ごとに嵩上

げが行われ

る。）

既設公営住宅の補修

土地改良法

施行令第52

条第1項第3

号、第4項及

び第6項の

規定に基づ

き算定する。事

業

完

了

地

区

公営住宅

法

災害公営

住宅整備

事業

道、市町村

災害公営住宅の整備

災害公営住宅の家賃低廉化

既設公営

住宅復旧

事業

道、市町村

既設公営住宅の再建設

対象及び内容

基本施設（滑走路、着陸帯、誘導路、エプロ

ン、照明施設）、排水施設、護岸、道路、自動

車駐車場、橋、法令で定める空港用地、無線

施設、気象施設、管制施設（道、市について

は、上記から無線施設、気象施設、管制施設

を除く）

土地改良

法

農業用施

設
国

事

業

実

施

地

区
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適用法令 事業名 事業主体 対象及び内容 単位当事業費 国庫補助率

既設改良住宅の再建設
再建設を行う年度の改良住宅建設
の場合の標準建設費を適用

既設改良住宅の補修

戸あたり11万円以上の補修費用が
かかるもので、かつ、それらの一事
業主体内での合計額が290万円
（市町村の場合は190万円）以上

生活保
護法

保護施設

市町村
(指定都
市及び中
核市を除
く。)、社
会福祉法
人等

救護施設、更生施設、授産施設、宿所

提供施設

施設整備
災害復旧費協議額１件につき80万
円以上

1/2

老人福
祉法・介
護保険
法

老人福祉
施設等

〃
特別養護老人ホーム、養護老人ホー

ム、軽費老人ホーム、介護老人保健施

設、介護医療院等

〃
1/2
又は
1/3

障害者
総合支
援法

障害者支
援施設等

〃
障害者支援施設、障害福祉サービス事

業所等
〃 1/2

売春防止

法

婦人保護

施設
道 婦人相談所、婦人保護施設 〃 〃

児童福
祉法

児童福祉
施設等

道、市町村

(指定都市

及び中核

市を除

く。)、社会

福祉法人

等

助産施設、乳児院、保育所、児童厚
生施設、児童養護施設、放課後等
デイサービス事業所等

施設整備
災害復旧費協議額１件につき80万
円以上（保育所及び幼保連携型認
定こども園、幼稚園型認定こども園
については40万円以上）

1/2
又は
1/3

社会福祉

法等

その他の

社会福祉

施設等

〃
社会事業授産施設、地域福祉セン
ター、生活館、婦人保護施設等

施設整備
災害復旧費協議額1件につき80万
円以上

1/2
又は
1/3

感染症の

予防及び

感染症の

患者に対

する医療

に関する

法律

感染症予

防事業
市町村 感染症予防・ねずみ族昆虫の駆除等 各種事業による 1/2

改良住
宅等改
善事業
制度要
綱

災害復旧
事業

道、市町
村

1/2
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適用法令 事業名 事業主体 対象及び内容 単位当事業費 国庫補助率

上水道施

設災害復

旧費及び

簡易水道

施設災害

復旧費補

助金交付

要綱

水道施設

災害復旧

事業

市町村、

一部事務

組合

被災した施設を原形に復旧する事業

（原形に復旧することが著しく困難な

場合においては、当該施設の従前の

効用を復旧するための施設を設置す

る事業を含む。）

応急的に施設を設置する事業（応急的

に共同給水装置を設置する事業を含

む。）

上水道事業または水道用水供給事業

　本復旧費1,900千円（町村は1,000千

円）を超え、かつ、現在給水人口×130円を

超えるもの

簡易水道事業

　本復旧費1,000千円（町村は500千円）

を超え、かつ、現在給水人口×110円を超

えるもの

1/2～8/10

公立学校

施設災害

復旧費国

庫負担法

公立学校

施設災害

復旧事業

道、市町

村

公立の幼稚園、小学校、中学校、義務

教育学校、高等学校、中等教育学校、

特別支援学校、大学及び高等専門学

校の施設（建物、建物以外の工作物、

土地、設備）

施設整備

　道：80万円以上

　市町村：40万円以上

設備整備

　道：60万円以上

　市町村：30万円以上

2/3

（離島等

4/5）

公立諸学

校建物其

他災害復

旧費補助

金交付要

綱

公立学校

施設災害

復旧事業

道、市町

村

教員住宅、特定学校借上施設、校舎の

新築復旧工事又は補修復旧工事（構

造体の補強等による大規模なものに

限る。）に伴う応急仮設校舎等及び幼

保連携型認定こども園の使用施設

施設整備

　道：80万円以上

　市町村：40万円以上

2/3

（離島等

4/5）

街路
道、市町

村

都市計画法第18条、第19条又は第

22条の規定により決定された施設道

路及び土地区画整理事業により築造

された道路（道路の附属物のうち、道

路上のさく及び駒止を含む。）で道路

法第18条の道路供用開始の告示がな

されていないもの

道路と鉄道の立体交差事業で鉄道事

業法第12条の検査を終了していない

もの

道：120万円以上

市町村：60万円以上
1/2

都市排水

施設等
〃

都市計画区域内にある都市排水施設

で排水路、排水機、樋門及びその付属

施設。都市計画区域内にある地方公

共団体の維持管理に属する公園（自

然公園を除く。）、広場、緑地、運動場、

墓園及び公共空地

〃 〃

堆積土砂

排除
市町村

一つの市町村の区域内の市街地にお

いて災害により発生した土砂等の流

入、崩壊等により堆積した土砂の総量

が３万㎥以上であるもの、又は２千㎥

以上の一団をなす堆積土砂又は50ｍ

以内の間隔で連続する堆積土砂で、

その量２千㎥以上であるもので、基本

方針に定める条件に該当する堆積土

砂を排除する事業

市町村：60万円以上 〃

廃棄物の

処理及び

清掃に関

する法律

災害等廃

棄物処理

市町村（一

部事務組

合、広域連

合含む）

災害その他の事由のために実施した

生活環境の保全上、特に必要とされる

廃棄物の収集、運搬及び処分に係る

事業並びに災害に伴って便槽に流入

した汚水の収集、運搬及び処分に係る

事業等

指定市：80万円以上

市町村：40万円以上
1/2

都市災害

復旧事業

国庫補助

に関する

基本方針
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出典：北海道地域防災計画（資料編）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用法令 事業名 事業主体 対象及び内容 単位当事業費 国庫補助率

1)下水道

公共下水道並びに都市下水路の排水

管及び排水渠（これらに直接接続する

ポンプ場の沈砂池等を含む）内に堆

積した降灰を収集し、運搬し及び処分

する事業とする

2/3

2)都市排

水路

都市排水路の水路内に堆積した降灰

収集し、運搬し及び処分する事業
1/2

3)公園
公園上に堆積した降灰収集し、運搬

し及び処分する事業とする
〃

4)宅地

建築物の敷地である土地（これに準

ずるものを含む）に堆積した降灰を運

搬し及び処分する事業

〃

活動火山

対策特別

措置法

都市局所

管降灰除

去事業費

補助金交

付要綱

その都度決定
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